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今別町人事行政の運営等の状況（令和４年度） 

 
本公表は、人事行政運営の状況を町民に公表することにより、その公正性及び透明性を高めることを目 

的としたもので、地方公務員法に基づき義務付けられているものです。 

今別町職員の勤務条件や給与等の実態について、「今別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」 

に基づき、前年度の状況について公表します。 

 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用、退職の状況 
 

区 分 
令和３年度 令和４年度 

退職者数（人） 新採用者数（人） 再任用者数（人） 

一般行政職 ４ ５ １１ 

    

医  療  職 ０ ０ ０ 

技能労務職 ０ ０ ０ 

合 計 ４ ５ １１ 

 

（２）部門別職員数の状況と主な増減理由  
（各年度４月１日現在） 

 

区  分 

部  門 

職  員  数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和３年度 令和４年度 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

 

部 

 

門 

 

 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会 1 １   

総 務 18 18   

税 務 5 5    

農 水 6 7 1  業務増による増員 

商 工 1 1   

土 木 4 4    

民 生 8 10 2 業務増による増員 

衛 生 2 2   

計 45 48 3   

教育部門 5 6 1 業務増による増員 

消防部門     

小 計 50 54 4  

会 公 

計 営 

部 企 

門 業 

等 

水道 1 1   

病院 3 3   

その他 5 5   

小  計 9 9   

合 計 59 
〔98〕 

63 
〔98〕 

4  

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

 ２  〔 〕内は、条例定数の合計です。 
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（３）年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在） 
 

 
区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24 歳 

～ 

27 歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

43 歳 

44 歳 

～ 

47 歳 

48 歳 

～ 

51 歳 

52 歳 

～ 

55 歳 

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

 
計 

職員数 3 3 2 12 7 8 4 7 3 1 1 12 63 

（注）教育長は含みません。 

 
２  職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 
 

区 分 
住民基本台帳人口 

（３年度末） 

歳 出 額 

A 
実質収支 人件費 

B 
人件費率 

B／A 
（参考） 

2 年度の人件費率 

３年度 
人 

2,375 
千円 

3,454,342 
千円 

226,399 
千円 

494,850 
％ 

14.33 
％ 

12.91 
 

（２）人件費の状況（普通会計決算） 
 

区 分 職員数 

A 
給与費 一人当たり 

給与費 B／A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計  B 

３年度 
人 

50 
千円 

165,515 
千円 

22,004 
千円 

59,602 
千円 

247,121 
千円 

4,942 
（注）1   職員手当には退職手当を含んでいません。 

２ 職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。 

 

（３）特記事項 

特になし 

 

（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在） 

①一般行政職 
 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 40.2 歳 256 ,500  円 273,832  円 
 

（５）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在） 
 

区 分 高 校 卒 大 学 卒 

一般行政職 150,600 円 182,200 円 
 

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在） 
 

区分 経験年数 １０年以上

１５年未満 

経験年数 １５年以上

２０年未満 

経験年数 ２０年以上

２５年未満 

一般行政職 大学卒 275,100  円 351,500   円 350,000 円 
高校卒 237,300     円 256,900 円 375,200   円 
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（その他の加算措置） 定年前早期特例措置：２～

４５％加算 調整額：在職中の職責等による貢献度

に基づく加算 

（0～43,350 円）×60 月 

退職時特別昇給：なし 

（1 人当たり平均支給額） 

勧奨・定年：  21,923  千円 

 

（７）一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在） 
 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 定型的な業務を行う主事 １０人 17.2 ％ 

２級 高度の知識、経験を必要とする業務を行う主事 １２人 20.7 ％ 

３級 主任、主査の職務 １５人 25.9 ％ 

４級 総括主幹、主幹の職務 ７人 12.1 ％ 

５級 
事務局長、次長の職務 困難な業務を所掌す

る総括主幹、主幹の職務 
１０人 17.2 ％ 

６級 
参事、課長、出納室長の職務 特に困

難な業務を所掌する次長の職務 
４人 6.9 ％ 

（注）１  今別町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

（８）期末・勤勉手当 
 

一人当たり平均支給額（３年度） 

 1,085  千円 

（３年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.40   月分 1.80  月分 

（加算措置の状況） 職制上の段階、職務

の級等による加算措置 

・役職加算 5％～15％ 

・管理職加算  なし 

 

（９）退職手当（令和４年４月１日現在） 
 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）特殊勤務手当（令和４年４月１日現在） 

 995,000 円×12 ヶ月=11,940,000 円 
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（11）その他の手当（令和４年４月１日現在） 

 

 
手当名 

 
内容及び支給単価 

国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（３年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（３年度決算） 

扶養手当 子 10,000 円 

子以外       6,500 円 

 
15 歳到達後最初の 4 月 1 日から 

22 歳到達後最初の 3 月 31 日ま 

でにある子の加算 5,000 円 

 

 

 

 

同 

  
 
 
 

3 , 9 2 6  千円 

 
 
 
 

7 8  千円 

住居手当 借家  1,000 円～27,000 円 
同 

 6 1 8  千円 1 2  千円 

通勤手当 交通機関利用者 

4,000 円～55,000 円 

新幹線利用者 

     4,000 円～75,000 円 

交通用具利用者 

2,000 円～16,300 円 

 

 

異 

交通用具利 

用者 

2,000 円～ 

24,500 円 

 
 

3 , 6 3 8  千円 

 
 

7 6  千円 

管理職手当 参事 20,000 円 

総務課長 15,000 円 

総務課長以外の課長 10,000 円 

課長補佐 5,000 円 

今別診療所所長 70,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

異 

参 事 

20,000 円 

総 務 課 長   

15,000 円 

総務課長以 

外 の 課 長  

10,000 円 

課長補佐 

5,000 円 

今別診療所 

所 長 

70,000 円 

 
 
 
 
 
 
 

1 , 5 4 8  千円 

 
 
 
 
 
 
 

33   千円 

寒冷地手当 扶養親族 1～2 人以上 17,800 円 

扶養親族なし 10,200 円 

その他の職員 7,360 円 

 
同 

  
3 , 9 6 3  千円 

 
5 2  千円 
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（12）特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在） 
 

区分 給料月額等  
給 

料 

町長 

副町長 

675,000 円  （750,000 円） 

536,400 円  （596,000 円） 

報 

酬 

議長 

副議長 

議員 

249,850 円  （263,000 円） 

213,750 円  （225,000 円） 

204,250 円  （215,000 円） 

 

期 

末 

手 

当 

町長 

副町長 

2,176,875 円 （2,418,750 円） 

1,729,890 円 （1,922,100 円） 

議長 

副議長 

議員 

812,012 円 

694,687 円 

663,812 円 

退 

職 

手 

当 

 
町長 

副町長 

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

給料月額×在職月数×0.455  14,742,000 円  Ｒ7.10.12 
給料月額×在職月数×0.265   6,823,008 円  Ｒ7.10.12 

（注）１  給料及び報酬の（  ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率の基づき、１期（４年＝４８月） 務め

た場合における退職手当の見込み額です。 

 
３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間 
 

始業時間 就業時間 休憩時間 １日の勤務時間 １週間の勤務時間 

8：15 17：00 12：00～13：00 7 時間 45 分 38 時間 45 分 

 

（２）職員の休暇制度と取得状況 
 

主な休暇の種類 主な休暇の内容 取得実績 

年次休暇 

１年につき 20 日付与。残った休暇があるときは 20 日を限度として翌年に 

繰り越すことができる。 平均９.９日 

病気休暇 

公務によらない負傷又は疾病により療養する場合、連続する 90 日以内（疾 

病により例外あり）の期間において最小限度と認める期間 ２件 

結婚休暇 職員が結婚する場合、連続する 7 日の範囲内の期間 － 
産前休暇 出産予定日までの 8 週間の範囲内で申し出た期間 － 
産後休暇 出産日の翌日から 8 週間 － 
忌引休暇 親族が死亡した場合、続柄等により 1～7 日以内の連続する日数の範囲内 ７件 
夏季休暇 6 月から 10月までの期間内に、原則として連続する 5 日の範囲内 取得日数 5 日 

 

（３）年次有給休暇の取得状況（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日） 
 

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 消化率 

２，０３８．０日 ６２５．６日 ６３人 ９．９日 ３０．７％ 

１  対象職員には、派遣職員、再任用短時間職員、期間中に育児休業又は休職した職員は含みません。 

２ 半日については、0.5 日とし、時間数については 7 時間 45 分を 1 日換算して計上しています。 
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４  職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分の状況（令和４年度） 
 

 免職 降任 休職 降級 合計 

勤務実績が良くない場合      
心身の故障の場合      
その職に必要な適格性を欠く場合      
定数の改廃、予算の減少により過員等が生じた場合      
その他      

合 計      
 

（２）懲戒処分の状況（令和４年度） 
 

 免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合      
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合    １  
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合      

合 計    １  
 

５ 職員の服務の状況 職務に専念する義務の特例について 

職員は、職務に専念する義務を負います（地方公務員法第 35 条）が、法律又は条例に特別な定めがある場合は、 

その義務が免除されます。 

１  法律に定めがある場合 

○地方公務員法第 55 条第 8 項に規定された適法な交渉ほか 

２  条例に定めがある場合 

○研修を受ける場合 

○厚生に関する計画の実施に参加する場合 

○任命権者が定める場合 

 

６職員の研修 研修の実施状況（令和４年度） 
○青森自治研修所 

 

研修名 研修内容 受講者数 

基本研修 

新採用者研修 

新たに採用された職員が公務員としての自覚と意識の確立を図るとと 

もに、職務遂行に必要な基礎的知識と職場への適応力を養う。 
７ 

主事・技師研修 

組織の使命と目標・自らの役割を理解し、主体的に仕事に取り組む姿勢 

を学ぶとともに、これからの政策形成に役立つよう創造性を養う。 
４ 

主査研修 

職務遂行の基礎となる公務員倫理、業務遂行に係る動機付けと主体性の 

強化に向けて、モチベーションの向上を図る。 
６ 

主幹研修 

業務遂行の中心的役割を担う職員として、職場の信頼関係を築き、仕事 

を遂行する上で重要なコミュニケーション能力向上のスキルを学ぶと 

ともに、業務の円滑な遂行に必要な考え方と技術を学ぶ。 

１ 

課長補佐研修 

課長補佐として必要な管理能力を学ぶ。職員のカウンセリングと民間事 

例により、公務員としての意識の向上を図る。 
１ 

課長研修 

管理者としての役割を中心にその立場と責任を理解するとともに、広く 

時代の流れを感じ取ることによる、変革に向けた意識の醸成を図る。 
 

選択研修 法制執務研修 
条例・規則の制定・改廃に必要とされる基本的な知識と技術を習得する 

だけではなく、法体系・法秩序・自治立法等に関する原理について学ぶ。 
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専門研修 徴収研修 実務における徴収、滞納処分に係る知識の向上を図る。 ０ 

青森県市 町村 

財務事務研修 

実務経験１年から３年の担当者を対象とした財務事務及び法令等研修 

により知識の向上を図る。 
０ 

 

７  職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康診断等の状況（令和４年度） 
 

名 称 内 容 受診者数 

定期健診（事業所検診） 身体測定 ６５ 

理学的検査 ６５ 

血圧測定 ６５ 

尿検査 ６５ 

視力検査 ６５ 

聴力検査 ６５ 

胸部検査 ６５ 

心電図検査 ３７ 

血液検査 ３７ 

人間ドック 一日ドック ３５ 

脳ドック １３ 

 


